特例補装具・判定困難事例アンケート調査票
＜背景＞
障害者のニーズが多様化し、補装具においても様々な新製品の開発や改良が活発に行われています。こうした中、身体障害者更生相談所等（以下、更生相談所）では、高額な製品に対する社会的、医学的見地からの必要性の判断等について、判定に困難をきたすケースが増加しています。また、更生相談所における専門職等の職員配置については、地域差が生じており、特例補装具や高額な補装具の判定に際して、明確な判断基準がない中で、全国的に平準化された判定業務を行うことは、困難な状況にあることが指摘されています。
＜目的＞
本アンケートは、全国の更生相談所に対して行います。更生相談所で処方されている特例補装具や判定困難な事例の収集を行い、判定困難な要因分析を行います。類似例の判定に役立つような視点で事例を種目別や困難な要因等で分類化し、事例集を編集して全国の更生相談所に配布します。今後の特例補装具の判定、判定困難事例の判定に役立つ事例集を作成することがこのアンケートの目的です。

＜アンケート編集における留意点＞
お送りいただいた事例に関しては、検討委員会内で厳正に管理いたします。事例集の編集にあたっては個人情報等、以下の点が分からない様に配慮いたします。

1） 事例の実年齢（○歳台で表記します。）、性別
2） 判定した個別の更生相談所名、地域
なお、以下の点につきましては、今後、類似事例に遭遇した場合に、更生相談所での判定に本事例集が参考資料として役立つ事例集という観点から公開させていただきます。

1） 具体的な判定困難内容
2） 申請理由・経緯

3） 補装具の種目名、型式等（場合によってはイラスト等）
4） 補装具の価格

5） 障害名・等級、原因疾患名（個人が特定できないように配慮）
6） 身体状況等

7） 日常生活・社会参加状況

8） 補装具の使用場所等

9） 判定経過・結果

10） 経過観察状況

11） コメント（検討委員会の一般論等）

完成した事例集を全国の更生相談所に配布いたします。また、テクノエイド協会のホームページにも公開させていただきますが、個人、更生相談所の特定が出来ないように配慮し、障害当事者が見た場合に、更生相談所や市町村とのトラブルの元になることの無い様な情報に限らせていただきます。
特例補装具・判定困難事例アンケート回答様式
＜アンケート回答者＞
アンケートは実際に補装具判定業務に関わっている方がお答え下さい。職種は問いません。
組織名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
アンケート回答者：職種　　　　　　　　、判定経験年数　　　年　　　ヵ月
1． 補装具判定の現状
１－ア 貴所の肢体不自由の補装具判定（重度障害者用意思伝達装置を含む）の相談形式をおたずねします。行っている相談形式全てに○をつけて下さい。
a 所内相談   b 巡回相談　c 在宅相談　d その他（　　　　　　　　　　）
１－イ 新規ケースの場合、下記の種目別に主に行っている判定形式一つに○をつけてお答え下さい（修理を除く）。どの判定形式も行っている場合でも最も頻度が多いと思われる判定形式を一つ選んでください。
　＊直接判定とは申請者に直接会って判定することを言います。
　＊文書判定とは申請者には会わずに、医師意見書、業者見積もり等をもとに、処方判定を行うことを言います。
　＊市町村判断とは更生相談所の判定を経ずに、医師意見書、業者見積もり等をもとに市町村が補装具費の支給決定を行うことを言います。
　＊ティルト式車いすの選択肢は、車いす、手押し型車いす、電動車いすと機能が重複する場合がありますが、車いす、手押し型車いす、電動車いすについては、ティルト機構がないものを想定してお答え下さい。
	種　目
	直接判定
	文書判定
	市町村判断

	義　肢
	
	
	

	装　具
	
	
	

	オーダーメイド車いす
	
	
	

	レディメイド車いす
	
	
	

	電動車いす
	
	
	

	重度障害者用意思伝達装置
	
	
	

	オーダーメイド手押し型車いす
	
	
	

	レディメイド手押し型車いす
	
	
	

	ティルト式車いす
	
	
	

	座位保持装置
	
	
	


１－ウ 貴所で肢体不自由の補装具判定に関わっている下記の職種全てに○をつけて下さい（常勤、非常勤、兼務、嘱託等を問わない。製作業者は含まない）。
　 a 医師　　b 理学療法士　c 作業療法士　d 言語聴覚士　e 義肢装具士　f 身体障害者福祉司またはケースワーカー等（以下、身体障害者福祉司等）　g リハエンジニア　　　h その他（　　　　　　　　）
１－エ 上記の肢体不自由の補装具の判定に関わっている職種についておたずねします。
　＊経験年数とは資格を取得してからの年数でなく、判定業務に従事してからの年数を書いて下さい。
＊同一職種が複数いる場合は、一番経験年数の長い方の年月を書いて下さい。
　＊兼務とは、他に本務地がある職員が補装具判定の時に関わる場合を言います。
　＊嘱託とは、他に勤務地がある方に、補装具判定を依頼して関わってもらう場合を言います。
	職種
	経験年数H21.10.1現在
	常勤
	非常勤・兼務
	嘱託

	医　師
	　　年　　ヵ月
	　　　人
	　　　　　人
	　　人

	理学療法士
	　　年　　ヵ月
	　　　人
	　　　　　人
	　　人

	作業療法士
	　　年　　ヵ月
	　　　人
	　　　　　人
	　　人

	言語聴覚士
	　　年　　ヵ月
	　　　人
	　　　　　人
	　　人

	義肢装具士
	　　年　　ヵ月
	　　　人
	　　　　　人
	　　人

	身体障害者福祉司等
	　　年　　ヵ月
	　　　人
	　　　　　人
	　　人

	リハエンジニア
	　　年　　ヵ月
	　　　人
	　　　　　人
	　　人

	その他
	　　年　　ヵ月
	　　　人
	　　　　　人
	人　　　　


2． 判定困難事例の対応
２－ア 判定困難事例が生じた場合に所内の検討会議がありますか。
　　a ある　　b ない　　c その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
 ２－イ 判定業務に関わっていて下記のどの場合に判定の困難さを感じますか。判定困難の要因と思うものに○をつけて下さい（複数回答可）
（1） 高額完成用部品（義足・筋電義手など）の処方
（2） 高額な車いす（外国製など）の処方
（3） 高額電動車いすなどの処方
（4） 高額な歩行器（外国製など）の処方
（5） 高額な加工・特別仕様が妥当か判断に困る
（6） 複数同時支給が妥当か否か判断に困る
（7） 使用目的が不可思議である例
（8） 医学的判定に苦慮した例
（9） 医師意見書の不備の例
（10） 制度適用（医療・介護保険・交通事故等）
（11） 判定基準の解釈で判断に苦慮する場合
（12） 申請者の制度理解不足で説明に苦慮する場合
（13） その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
２－ウ 判定困難に対応するために作成された内規がありますか？
　　a ある　　b ない　　c その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

２－エ 具体的な事例紹介（別紙記載：複数例の場合はコピーして後使用下さい）
　貴所において平成18年10月以降（障害者自立支援法開始）から、平成21年9月30日までの3年間において、判定困難事例としてご紹介可能な事例を御呈示下さい。複数の事例、多岐の種目に渡るご紹介をいただければ幸いです。平成20年度の身体障害者実態調査に提出された事例と重複しても構いません。また、児童の補装具の判定での困難事例も含みます。
3． 特例補装具の対応
３－ア 特例補装具の処方の必要性が生じた場合に所内の検討会議や審査委員会がありますか。
　　a ある　　b ない　　c その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
３－イ 特例補装具を処方するために作成された内規がありますか？
　　a ある　　b ない　　c その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
３－ウ 具体的な特例補装具事例紹介（別紙記載）
　貴所において平成20年４月以降（ティルト式車いすの基準化）から、平成21年3月31日までにおいて、特例補装具として処方した事例を御呈示下さい。なお、判定に困難を感じた場合はその理由も具体的に明記して下さい。平成20年度の身体障害者実態調査に提出された事例と重複しても構いません。また、児童の特例補装具の判定事例も含みます。
＊全ての特例補装具事例を提出する必要はありません。紹介することで他の更生相談所の参考になると思われる興味ある事例をご紹介下さい。
３－エ 特例付属品や特例の加工等を加えた事例紹介、基準に無い高額な部品を同種の基準にある完成用部品の基準額との差額自己負担で認めた事例紹介（別紙記載）
　名称・型式は基準にある補装具で、基準に無い付属品（基本構造以外の構造や基準額を上回る付属品）を付けたり、特別な加工を行った事例等がございましたらご紹介下さい。
例1） 本体は基準内の車いすだが、対象者の体重に合わせてフレームに特例で補強を行った。
例2） 義足の処方において基準に無い高額な継手部品を同種の継手部品の最高基準額との差額自己負担で認めた。
＊全ての事例を提出する必要はありません。紹介することで他の更生相談所の参考になると思われる興味ある事例をご紹介下さい。
4． 児童補装具への対応
４―ア 貴所での児童補装具の対応状況をお伺いします。
　　a 判定（直接・文書）を行うことがある
　　b 判定はせず市町村からの相談への助言のみ
c 上記のa,bとも関わることはない　　
上記の設問でaまたはｂとお答えいただいた場合にご回答下さい。

４－イ 相談を受けた児童の補装具の適合、使用状況等に更生相談所として関わっていますか。関わり状況を具体的に記述して下さい。また、児童の補装具の支給システムに更生相談所としてどう関わっていくべきかご意見があれば自由に記載して下さい。

以上でアンケートは終了です。ご協力どうもありがとうございました。
別紙様式　　　　　判定困難事例・特例補装具等判定事例
	判定困難事例・特例補装具・両方　（いずれかに○をつけて下さい）

	更生相談所名

	申請の理由・ニーズ



	判定困難要因の種別（○をつけて下さい。複数回答可）
（1） 高額完成用部品の処方　　（２）高額な既製品　　（３）高額な加工・特別仕様
（4） 複数同時支給　　（５）使用目的不可思議例　　（６）医学的判定に苦慮した例
（7） 医師意見書の不備　　（８）制度適用（医療・介護保険・交通事故等）
（9） 判定基準の解釈　　（10）申請者の制度理解不足
（11）その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	障害名・等級　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　級　　　
	男・女
	年齢　　　歳

	原因疾病名

	補装具の種目・型式等・既製品をベースにしている場合は商品名

	価格　　　　　　　円

	判定の形式：所内相談　　巡回相談　　在宅相談（○をつけて下さい。複数回答可）

	最終的に関わった回数・期間：　

	事例概要（障害状況、日常生活、社会参加状況、希望する補装具の使用場所等）


	判定経過・結果と根拠


	納品後使用状況・経過観察（分かる範囲でお答えください）


	特記事項・自由記載



判定困難の要因等に関して自由記載欄














